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名取市営住宅

入居者募集案内書

平成２２年度 臨時(５月)募集

◎申込方法

◇入居申込資格条件（4,5ﾍﾟｰｼﾞ参照）を確認のうえ

申込に必要な書類 一式（12,13ページ参照）でお申し込みください。
（郵送での申込みは受付できません。）

（複数の申込みをされた場合は失格となります。）

◎受 付

◇日 時 ： ５月１７日（月）～２１日（金） 8:30～17:00
◇場 所 ： 市役所 ２階 都市計画課

◎募集住宅

団 地 名 構 造 形 式 管 理 募集数 (内空家戸数) 備 考
戸 数

漁業従事者優先。

ただし、一般世帯の申込も可能。

広浦第一 中耐３階建 ２Ｋ ３６ ２ （２） （漁業従事者の申込があった場

合は、漁業従事者の中から抽選

となります。）

◎抽選会（公開抽選会）

◇日 時 ： ５月２６日(水) 午前10:00～

◇場 所 ： 名取市役所 ５階第一会議室

名取市 建設部 都市計画課 建築係
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地

TEL 022-384-2111 内線203～205
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◎抽選結果発表

◇結果は郵送により通知します。

・当選者の他に次点者を１名定めます。（次点者は、当選者が何らかの事情により

権利喪失した場合に限り繰り上げ当選となります。）

◎入居手続き

◇1位当選者（入居決定者）の方には入居手続き書類を郵送しますので、

６月４日（金）までに手続きを完了してください。

◇2位当選者（入居決定者）の方には後日入居手続き書類を郵送しますので、

指定日までに手続きを完了してください。

◎入居可能日

◇１位当選者 平成２１年６月中旬予定

◇２位当選者 別途連絡します。

※ご注意

平成21年4月から、公営住宅法施行令の一部が改正され収入基準が見直されました。

平成21年3月まで 平成21年4月から

一般世帯 月収額２００，０００円以下 一般世帯 月収額１５８，０００円以下

裁量世帯 月収額２６８，０００円以下 裁量世帯 月収額２１４，０００円以下
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申込から入居まで

申 込 み ・入居申込資格条件を確認のうえのうえ

申込に必要な書類 一式（12,13ﾍﾟｰｼﾞ参照）

でお申込みください。

申込み先：都市計画課

受付番号の交付 ・受付番号が抽選番号になり郵送にて通知し

ます。なお、申込み資格条件にあてはまら

ない失格者には別途通知します。

抽 選 会 ・申込者が多い場合は抽選会を行い当選者を

決定します。

当 選 次 点 者

入居決定 当選者が権利 （次点者は当選者が権利喪失したとき

喪失したとき に限り繰り上げ当選となります。）

入居手続

入居許可

入 居

個人情報の取扱いについて

市営住宅の入居申込みで知り得た個人情報については、入居資格審査及び市営住宅管理運営の

目的以外に使用することはありません。

なお、入居者資格については関係機関に照会することがあります。
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入居申込資格条件

次の条件にあてはまることが必要です。

１．現在、住宅に困っていることが明らかな方。（同居予定者を含め持ち家のない方）

２．過去に市営住宅に入居していたことのある方については、未納の家賃等当該市営住宅の

使用に係る債務がないこと。もしくは、過去５年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去

させられていないこと。

３．暴力団員でないこと。（同居予定者も含みます。）

（単身で申込みの方は次ページへ）

◎世帯で（又は婚約で）申込みの方

次の１,２両方の項目にあてはまる方。

１．現在同居中、又は同居予定の親族がいること。ただし、同居予定者が婚約者の場合は、

３ヶ月以内に入籍のうえ同居すること。

２．次の収入基準にあてはまること。

一般世帯 月収額 １５８,０００円以下

詳しい計算方法については１5ページをご覧下さい。

裁量世帯 月収額 ２１４,０００円以下

詳しい計算方法については１5ページをご覧下さい。

裁量世帯とは次のいずれかにあてはまる世帯。

(1) ６０歳以上の方（ただし昭和31年4月1日以前に生まれた方は、経過措置により収入

基準が緩和されます。）のみ（１８歳未満の子供は含んでもよい）で構成される世帯。

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、１級～４級の障害のある方を含む世帯。

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、１級から２級までの障害のある方を含む世帯。

(4) 障害の程度欄が「Ａ」又は「Ｂ」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯。

(5) 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第１号表の２の特別項症～第６項症の方、

又は同表別表第１号表の３の第１款症の障害のある方を含む世帯。

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定により厚生労働大臣

の認定を受けている方を含む世帯。

(7) 海外からの引揚者（厚生労働大臣が証明した方）で日本に引き上げた日から５年未満

の方を含む世帯。

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定する

ハンセン病療養所入所者等を含む世帯。

(9) 小学校就学前の子どもがいる世帯。
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◎単身（戸籍上配偶者がいない方）で申込みの方

次の１,２両方の項目にあてはまる方

１．次のいずれかの項目にあてはまる方

(1) ６０歳以上の方。ただし昭和31年4月1日以前に生まれた方は、経過措置により申込み

可能。

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、１級～４級の障害のある方。

(3) 精神障害者保健福祉手帳１級から３級に該当する障害のある方。

(4) 療育手帳「Ａ」又は「Ｂ」に該当する障害のある方。

(5) 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第１号表の２の特別項症～第６項症の方、

又は同表別表第１号表の３の第１款症の障害のある方。

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定により厚生労働大臣の

認定を受けている方。

(7) 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き上げた日から５年未満の方。

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハン

セン病療養所入所者等の方。

(9) 生活保護法第６条第１項に該当される方.

(10)配偶者からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後５年を

を経過していない方、又は裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令が出されてから

５年を経過していない方。

２．次の収入基準に該当すること。

上記(3)の３級の方、(9)または(10)にあてはまる方

一般世帯 月収額 １５８,０００円以下

詳しい計算方法については１5ページをご覧下さい。

上記(1)～(8)いずれかにあてはまる方（ただし(3)の３級の方は除く）

裁量世帯 月収額 ２１４,０００円以下

詳しい計算方法については１5ページをご覧下さい。

※ １．の(3)及び(4)に該当する方、常時介護を必要とする方については、その内容について面

接等による確認をさせていただきますので事前にご相談ください。また状況確認等の関係から

ら入居日が入居可能日より遅くなる場合がありますので ご了承ください。
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公営住宅に入居している方の申込み資格
現在、市町村営住宅や県営住宅などの公営住宅にお住まいになっている方は、次のような場合

にお申し込みができます。

１．家族の増加または子の成長により、次のいずれかになったとき。（家族構成の状態が変わった時）

(1) 世帯員が５人以上になったとき。

（現在お住まいの間取が2K以下の場合は、世帯員が４人以上になったとき。）

(2) 世帯員が１５歳以上の子を含み４人以上になったとき。

（現在お住まいの間取が2K以下の場合は、世帯員が１５歳以上の子を含み３人以上になったとき。）

(3) 世帯員が４人以上で、３世代以上を構成しているとき。

２．転勤などで、現在入居している住宅からの通勤が困難になったため、勤務地に近い住宅

への入居を希望する場合。

３．病気等治療のため長期通院を必要とし、その通院先が現住宅から著しく遠く、通院先に

近い住宅を希望する場合。

注）２．３．に該当する場合は、原則１時間３０分以上の時間を要する場合または５０Km

以上の距離がある場合です。

申込みされる方へのご注意

１．次のような方は申込み出来ません。

(1) 世帯を不自然に分割した方。（夫婦の別居、兄弟姉妹での申込み等）

(2) 団地で円満な共同生活ができない方。

(3) 団地内で犬や猫などのペットを飼いたいと思う方。

(4) 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員）の方。

２．次のような方は申込まれても失格となります！

(1) 申込み資格条件に欠けているとき。

(2) 申込書に不正の記載があったとき。

(3) 入居許可時点で単身になった場合（ただし、単身入居申込資格者を除く）。

(4) 計算した申込家族の月収額が収入基準を超えるとき。

(5) 重複で申込みをされた場合。（申込は一世帯につき１の申込みです。）

(6) 申込受付期間外に申込まれた場合

３．入居する全ての方は、入居契約時に(1)～(2)の手続きが必要です。

(1) 次の資格を有する連帯保証人を２名たてること。

・独立の生計を営み、かつ、申込者と同程度以上の収入を有すること。

・原則として市内又は近隣に居住する親族であること。

(2) 家賃の３ヶ月分に相当する敷金を納入すること。

４．入居する住宅の階数等は、市の指定になりますのでご了承下さい。
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５．団地の階段灯、街灯、給水ポンプ等の電気料金及びに給水設備の維持管理費並びに清掃は

入居者負担となります。

６．自家用自動車をお持ちの方へ

(1) 募集する団地により駐車場を確保している団地と、駐車場が無い団地がありますので、応募

する際ご注意下さい。また、駐車場を確保している団地でも駐車場の契約は一世帯１台です。

(2) 団地内は指定駐車場以外の場所は全面駐車禁止となっていますので、駐車場以外への迷惑駐

車は絶対にしないでください。また、駐車場の無い団地へ入居される方及び車を２台以上所有

して入居される方は、ご自分で駐車場を確保して頂くことになります。

(3) 団地内市営駐車場の使用料は、月額３,０００円です。

７．市営住宅は、一部の団地を除いて浴室に浴槽・風呂釜がついていませんので、よくご確認下

さい。

８．住宅では、ペット等の飼育は禁止となっております。

抽 選

◎抽 選

申込者数が募集数を超えた場合、公開抽選を行い当選者（及び次者）を決定します。

抽選の結果については、抽選者全員に通知します。

次点者とは

当選者が何らかの理由で権利喪失した場合に繰り上げ当選となります。次回募集まで

の補欠登録者ではありませんのでご注意ください。
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○市営住宅位置図

-
8
-



- 9 -

名取市営住宅の概況 （家賃は平成２２年度のもので、毎年改訂されます。）

◯箱塚団地（所在地：名取市箱塚二丁目５番地内 ）
完成 浴 給 駐 家 賃 (円)

構 造 形 式 湯 車 一般階層（裁量階層） 裁量階層
年度 槽 器 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
H7 中 耐 21,400 24,700 28,200 31,800 36,400 42,000～

4階建 3LDK ○ ○ ○

～ ～ ～ ～ ～ ～

H8 21,800 25,200 28,800 32,500 37,100 42,800

H7 中 耐 16,300 18,900 21,600 24,300 27,800 32,100～

4階建 2DK ○ ○ ○

～ ～ ～ ～ ～ ～

H8 16,600 19,200 21,900 24,700 28,300 32,600

※ 単身者は2DKのみの申込みとなります。
※ 駐車場の使用料は別途となります。

◯小豆島団地（所在地：名取市箱塚二丁目７番地内）
完成 浴 給 駐 家 賃 (円)

構 造 形 式 湯 車 一般階層（裁量階層） 裁量階層
年度 槽 器 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
S45 簡 耐 7,200 8,300 9,500 10,700 12,300 13,900～

2階建 3K × × ○

～ ～ ～ ～ ～ ～

S51 ＊ 9,200 10,７00 12,200 13,800 15,700 18,200

S48 中 耐 8,600 10,000 11,400 12,900 14,700 17,000～

4階建 3K × × ○

～ ～ ～ ～ ～ ～

S52 9,400 10,800 12,400 14,000 16,000 18,400

※ 駐車場の使用料は別途となります。

◯日和山団地（所在地：名取市閖上六丁目９番地内）
完成 浴 給 駐 家 賃 (円)

構 造 形 式 湯 車 一般階層（裁量階層） 裁量階層
年度 槽 器 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

中 耐
S54 3階建 3ＤK × × × 12,400 14,300 16,300 18,400 21,100 24,300

◯広浦第一団地（所在地：名取市閖上六丁目２２番地内）
完成 浴 給 駐 家 賃 (円)

構 造 形 式 湯 車 一般階層（裁量階層） 裁量階層
年度 槽 器 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
S43 中 耐 6,400 7,400 8,400 9,500 10,900 12,500～

3階建 2K × × ×

～ ～ ～ ～ ～ ～

S44 6,500 7,500 8,600 9,700 11,100 12,800

簡 耐 12,000 12,000

S45 2階建 3K × × × 7,100 8,200 9,400 10,600

～ ～

＊ 12,100 13,900

※ 3階建は漁業従事者が優先となります。

◯広浦第二団地（所在地：名取市閖上六丁目25番地内）
完成 浴 給 駐 家 賃 (円)

構 造 形 式 湯 車 一般階層（裁量階層） 裁量階層
年度 槽 器 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
S52 簡 耐 11,300 13,100 14,900 16,900 19,300 22,300～

2階建 3K × × ×

～ ～ ～ ～ ～ ～

S54 ＊ 11,700 13,500 15,400 17,400 19,900 23,000

注 ＊ 構造の2階建とは内部階段があり、上下階を使用するタイプです。
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○ 間取図 【（注） 間取図は標準図のため実際と異なることがあります。】
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トイレ 形式：３ＤＫ

浴室 日和山団地 中耐３階建

押 □

□ 物入 ト 入 洗面所

浴室 洗面所 イ 物入 玄

レ 関

ト 洋室

押入 玄関 イ

洗 レ 押入

面

浴室 所

物入 □ 玄関

台

押入 物 入 所

物 台所 バルコニー

押入 入

ＤＫ

ＬＤ 玄 関 ト

イ

押 台所 レ 押

入 入

バルコニー 形式：３Ｋ

物 階 階 広浦第二団地

形式：２ＤＫ □ 入 段 段 押入 簡耐２階建

箱塚団地 中耐４階建 バルコニー 洗面所

形式：３ＬＤＫ

箱塚団地 中耐４階建 浴室

１階 ２階

-
1
1
-
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申込みに必要な書類
次の１～４の書類が必要となります。

１．市営住宅入居申込書

２．入居する世帯全員分の住民票の写し（記載省略がないもの）

３．世帯各自の所得に関して必要な書類 （以下による。）

区 分 提 出 書 類

現在の勤務先に (1)「前年分源泉徴収票」

前年１月１日以前から引き (2) 市町村長発行の「課税証明書」又は「所得額証明書」

給 続き勤務している方 （控除明細のあるもの）

申 (3)「勤務先証明書」

込 (1)「前年分源泉徴収票」

者 与 現在の勤務先に (2) 市町村長発行の「課税証明書」又は「所得額証明書」

も 前年１月２日以降に就職さ （控除明細のあるもの）

し れた方 (3)「勤務先証明書」

く 所 (4)「給与支払証明書」

は (1)「前年分源泉徴収票」

同 前年別の勤務 (2) 市町村長発行の「課税証明書」又は「所得額証明書」

居 得 現在の勤務先に 先に就職して （控除明細のあるもの）（※「確定申告書控」の写しでも可）

者 本年１月以降 いた方 (3) 現在勤務先の「勤務先証明書」

・ に就職された (4) 現在勤務先の「給与支払証明書」

婚 者 方 (5) 前年勤務していた所の「退職証明書」

約 (1) 市町村長発行の「非課税証明書」

者 前年無職の方 (2) 現在勤務先の「勤務先証明書」

で (3) 現在勤務先の「給与支払証明書」

収 (1) 市町村長発行の「課税証明書」又は「所得額証明書」

入 年 金 所 得 者 （控除明細のあるもの）

の (2)「恩給、年金等の証明書」の写し

あ 事 前年１月１日以前から (1) 市町村長発行の「課税証明書」又は「所得額証明書」

る 業 事業を開始した方 （控除明細のあるもの）

方 所 (2)「確定申告書控」の写し

得 前年１月２日以降に (1)「収支明細書」（事業開始月から申込み受付日の前月まで）

者 事業を開始した方 (2)「帳簿」の写し

(3)「確定申告書控」の写し

収 (1) 市町村長発行の「非課税証明書」又は「課税証明書」

入 又は「所得額証明書」（控除明細のあるもの）

の 申込み者及び同居者・婚約者が (2)「前年分源泉徴収票」

な 無職無収入の方 (3)「退職証明書」または「離職票」の写し

い

方 ※(1)～(3)のうち該当する書類すべて。

※注 ・「課税証明」、「所得額証明書」、「非課税証明書」は、平成２０年１月１日時点で住民登録を
している市町村の税担当窓口でお求めください。
・「課税証明」、「所得額証明書」、「非課税証明書」は、市民税・県民税特別徴収税額の通知書
でも可。
・勤務の状況等により、上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
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４．その他状況により必要な書類 （以下による。）

区 分 提 出 書 類

婚約者 「婚姻予約確認書」

母子世帯・父子世帯・単身世帯 「戸籍謄本」

身体障害者・戦傷病者 「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」の写し

知的障害者・精神障害者 「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」の写し

生活保護世帯 社会福祉事務所発行の「生活保護受給証明書」

戦傷病者 「戦傷病者手帳」の写し

原子爆弾被爆者 「特別手当証書」、「被爆者手帳」の写し

海外からの引揚者 「引揚証明書」

外国籍の方 「外国人登録済証明書」

外国人留学生 「在学証明書」

配偶者からの暴力被害者 婦人相談所の「一時保護証明書」、

母子支援施設の「入(退)所証明書」

又は裁判所の「保護命令書」

※注 ・状況により上記以外の書類提出をお願いする場合があります。

（参考）

年収（源泉徴収票の支払金額）から見る収入基準早見表

（単位：円）
扶養数 ０人 1人 ２人 ３人 ４人 ５人

所得ランク (単身者)
Ａ 0 0 0 0 0 0 0

～104,000 ～2,040,019 ～2,582,875 ～3,125,731 ～3,660,015 ～4,135,015 ～4,610,015

Ｂ 104,001 2,040,020 2,582,876 3,125,732 3,660,016 4,135,016 4,610,016

～123,000 ～2,365,731 ～2,908,591 ～3,451,447 ～3,945,015 ～4,420,015 ～4,895,015

Ｃ 123,001 2,365,732 2,908,592 3,451,448 3,945,016 4,420,016 4,895,016

～139,000 ～2,640,019 ～3,182,875 ～3,710,015 ～4,185,015 ～4,660015 ～5,135,015

Ｄ 139,001 2,640,020 3,182,876 3,710,016 4,185,016 4,660,016 5,135,016

～158,000 ～2,965,731 ～3,508591 ～3,995,015 ～4,470,015 ～4,945,015 ～5,420,015

Ｅ 158,001 2,965,732 3,508,592 3,995,016 4,470,016 4,945,016 5,420,016

～186,000 ～3,445,731 ～3,940,015 ～4,415,015 ～4,890,015 ～5,365,015 ～5,840015

Ｆ 186,001 3,445,732 3,940,016 4,415016 4,890,016 5,365,016 5,840,016

～214,000 ～3,885,015 ～4,360015 ～4,835,015 ～5,310,015 ～5,785,015 ～6,260,015

※ この表は世帯のうち、所得者１人の場合の早見表です。

所得者が２人以上いる場合及び扶養控除以外に控除金額のある場合には該当しません。
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各種控除の内容及び控除額

（所得税法により認定されたものであることが必要です。） 年齢は申込日現在の満年齢です。

控 除 名 控 除 の 内 容 控 除 額

１ 親 族 控 除 入居しようとする親族（申込者は除く） １人につき 380,000円
及び遠隔地扶養親族

２ 老人配偶者控除 控除対象配偶者及び扶養親族のうち年齢 親族控除のほかに
老人扶養者控除 70歳以上の方 １人につき 100,000円

３ 特定扶養親族控除 扶養親族のうち 親族控除のほかに
年齢16歳以上23歳未満の方 １人につき 200,000円

年齢が64歳以下で
①夫と死別又は離婚した後婚姻していない

４ 寡 婦 控 除 方か、夫の生死が不明な方で、かつ、扶 親族控除のほかに
養親族又は所得金額が38万円以下の生 270,000円
計を一にする子(他の人の控除対象配偶
者又は扶養親族とされている子は除く) (所得が270,000円未満の
がある場合 場合はその額)
②夫と死別した後婚姻していない方か、夫
の生死不明な方で、かつ、合計所得金額
が500万円以下の方

年齢が64歳以下で
①妻と死別又は離婚した後婚姻していない 親族控除のほかに

５ 寡 夫 控 除 方か、妻の生死が不明な方で、かつ、所 270,000円
得金額が38万円以下の生計を一にする
子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親 (所得が270,000円未満の
族とされている子は除く)があり、合計 場合はその額)
所得金額が500万円以下の方

申込本人や同居及び同居しようとする親
族並びに遠隔地扶養親族のうち、次にあ
げる精神又は身体に障害がある方がいる
場合
①身体障害者手帳の交付を受けている方
（１級、２級の方は特別障害者）
②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて 親族控除のほかに
いる方（１級の方は特別障害者）
③障害の程度欄が「A」又は「B」の療育 １人につき

６ 障 害 者 控 除 手帳の交付を受けている方 普通障害者 270,000円
（「A」の方は特別障害者） 特別障害者 400,000円
④戦傷病者手帳の交付を受けている方
（恩給法の別表第1号表の2の特別項症
から第3項症までの方は特別障害者）

⑤原子爆弾被爆者に対する援護に関する法
律第11条第1項の規定により厚生労働
大臣の認定を受けている方
（重度の障害者とされている方は特別障
害者）

⑥上記①～⑤のほか、所得税法施行令第
10条の規定に該当される方




